
埼玉県議会２月定例会特集！
 安心・安全の埼玉県のために、令和３年度予算を可決・成立！
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直訳で「挑戦する精神」。一度志を抱いたならば、一度の挫折を苦とせず糧とし、常に挑戦する気持ちで前向きに頑張っていく「田村たくみ」の精神を表したもの。

春爛漫の候　皆様方に於かれましては、 健やかにお過ごしのこととお
喜び申し上げます。 コロナ対策における緊急事態宣言は解除となり
ましたが、 まだまだコロナの終息が見えない状況であります。 皆様
の更なるご協力をお願い申し上げます。
　さて、 ２月１９日より３月２６日までの日程にて、 埼玉県議会２月定
例会が開会されました。 本定例会では、 知事提出議案としてコロ
ナ対策や県土強靭化等を実施するための 「令和３年度 埼玉県一
般会計予算 （案）」 や、 追加提案された 「令和３年度 埼玉県一
般会計補正予算 （第１号）」 等の議案について審議し、 原案の
通り可決致しました。 また、 自民党が提案致しました 「埼玉県エス
カレーターの安全の促進に関する条例」 も、 賛成多数により可決 ・
成立致しました。 この条例により、 エスカレーターの安全利用が促
進されることを期待したいです。
　この他、 議員提出議案として 「わいせつ行為により教育免許が
失効等した者の採用に関する制度の厳格化を求める意見書」 など、
意見書１０件を採択致しました。

埼玉県議会議員　田村たくみ
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本会議にて議長退任の挨拶を行う田村県議
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　さらに、 議会の役職変更も行われ、 １年間務めさせて頂きました
議長職を退任致しました。 皆様のご協力により、 無事に重責を果た
すことが出来ました。 来年度は、 自民党県議団の幹事長に戻るこ
ととなりました。 議会では委員会配属が変更となり、 企画財政委員
会、 行財政改革特別委員会の所属となりました。
　今後も、 県民要望に応える県政の推進 ・ 地域発展に全力で取り
組んで参ります。 皆様の更なるご支援 ・ ご協力をよろしくお願い申し
上げます。

県民ニーズに的確に対応する「令和３年度 一般会計予算」成立！

一般会計 ２兆１，１９８億４，３００万円
（前年度比８．１％）

　【主な予算概要】
◎新型コロナウイルス感染症対策　　　　　　１，００１億１，７００万円
◎県土強靭化に資する流域治水対策の加速化　　　１１２億　　１００万円
◎児童相談所・一時保護所の整備　　　　　　　　　６９億９，５００万円
◎ケアラー・ヤングケアラーへの支援　　　　　　　　１億８，８００万円　　等　　　
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埼玉県議会議員　田 村 た く み　事務所

〒337-0032　さいたま市見沼区東新井５８７－２　　e-mail：info@takumi-tamura.jp　
電話 ： 048-681-0005　　FAX:048-681-0006

ホームページ　　http://www.takumi-tamura.jp

県政のこと、身近なこと、何でもお気軽にご相談ください！お問い合わせは、「田村たくみ」事務所まで…！

　埼玉県議会議員（４期）／第１２３代 埼玉県議会議長
　　◎ 南６区（さいたま市見沼区）選出    ◎ 企画財政委員会  委員　◎地方創生・行財政改革特別委員会 委員
　昭和４６年１０月１５日生まれ（４９歳）
　　◎ さいたま市立海老沼小学校　卒業　◎ さいたま市立片柳中学校　卒業
　　◎ 埼玉県立川口青陵高等学校　卒業　◎ 放送大学教養学部　卒業
　　◎ 明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科　修了（公共政策修士）
　主な経歴及び役職
　　◎ 埼玉県議会自由民主党議員団   幹事長　　◎ 早稲田大学システム競争力研究所 招聘研究員　等　

田 村 た く み プロフィール

   荻野吟子賞表彰式で挨拶する　　　 埼玉西武ライオンズ居郷社長表敬   　 大宮アルディージャ佐野社長表敬        秩父出身の林家たい平師匠表敬

◇写真で見る活動記録◇

レインボー埼玉の加藤代表とともに   視覚障害者協会への挨拶を手話で撮影  拉致被害者を救う会埼玉の竹本代表表敬　看護協会とコロナ対応についての勉強会  

自民党提案「県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」を可決！

    



　「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」が、自民党県議団の提案にて上
程され、賛成多数で可決成立致しました。
　この条例は、エスカレーターの安全な利用の促進に関し、県、県民及び関係事業者の責務
を明らかにするとともに、エスカレーターの利用及び管理に関し必要な事項を定めることに
より、エスカレーターの安全な利用を確保し、もって県民が安心して暮らすことのできる社
会の実現に寄与することを目的としています。
　近年、エスカレーターにおける事故が多発している状況や、高齢者やお子様連れの方々よ
り、エスカレーターの歩行禁止を求める声が寄せられていました。また、エスカレーターは
立ち止まって乗ることが前提で安全基準を設けており、片開け等の慣習や歩行について、エ
スカレーター協会も危険や不便を伴う行為として歩行禁止を呼びかけています。
　この条例では、利用者の義務として「立ち止まってエスカレーターを利用しなくてはなら
ない」とし、管理者の義務として「利用者に対し、立ち止まった状態でエスカレーターを利
用すべきことを周知しなくてはならない」と義務規定を設けました。罰則規定はありません
が、今後の利用状況を鑑み改正を検討することを附則に盛り込んでいます。


